
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２１年９月１日 

中央三井アセット信託銀行株式会社 

年金コンサルティング部 
 
 

  

                 年金情報 
中央三井アセットの 

厚生年金基金

確定給付企業年金

確定拠出年金

適格退職年金

公的年金

その他

◆ 免除保険料率及び財政再計算結果の厚生労働大臣宛提出期限について ◆ 

 

今般の免除保険料率の見直し等に関し、厚生労働省宛以下の内容を確認しておりますの

で、ご連絡いたします。 

 

 

＜確認事項＞ 

 

 今般の代行保険料率算定届出書の提出期限 

平成 22 年 1 月末日（パブコメ募集時の平成 21 年 12 月末から変更） 

 

 平成 21 年 3 月末日を基準日とする財政再計算報告書の提出期限 

平成 22 年 2 月末日（通常は 11 月末日） 

 

 

以上 
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